
介
護
保
険
法
及
び
老
人
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
年
五
月
二
十
日

参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
業
務
管
理
体
制
の
整
備
の
義
務
付
け
に
当
た
っ
て
は
、
指
導
監
督
体
制
の
充
実
強
化
に
努
め
る
と
と
も
に
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
に
と
っ
て
過
度
の
負
担
増
が
生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。

二
、
今
回
の
法
改
正
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
等
の
制
定
・
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
等
関
係
者
の
意
見
を
十
分
に
聴
く
機
会
を
設
け
る
こ
と
。

三
、
次
期
介
護
報
酬
改
定
に
当
た
っ
て
は
、
介
護
従
事
者
等
の
処
遇
の
改
善
に
資
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
な
お
、

地
域
差
の
実
態
を
踏
ま
え
、
必
要
な
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
等
の
処
遇
に
配
慮
す
る
と

と
も
に
、
介
護
福
祉
士
等
の
専
門
性
を
重
視
し
、
有
資
格
者
の
評
価
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

四
、
介
護
保
険
料
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
税
制
等
の
制
度
改
正
が
高
齢
者
世
帯
へ
与
え
る
影
響
を
十
分
踏
ま
え
対
応
す
る
こ
と
。

五
、
今
後
の
介
護
保
険
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
老
後
生
活
に
お
け
る
介
護
の
不
安
に
応
え
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ



ト
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
、
介
護
報
酬
の
引
上
げ
に
よ
る
保
険
料
の
急
激
な
上
昇
を
防
ぐ
た
め
の
方
策
を
含
め
、
十
分
な
検

討
を
加
え
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


